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a. ｢われわれは奉仕する｣のモットーを
例示しており、国際的にライオンズ
と関連性がある

b. 地域社会の重要なニーズまたは人道
的ニーズを満たす

c. かなり大きな成果をあげ、奉仕を受
ける人々に恩恵がもたらされる

d. ライオンズクラブの会員が直接関与
できる

e. ライオンズが果たせる指導的な役割
がある

f. ライオンズの奉仕の使命に対する一
般人の認識を促す

g. 持続可能である

D. 視力保護盲人福祉

この主要アクティビティの目的は、失明者

など視力障害者を援助すると共に、ライオ

ンズ視力ファースト·プログラムを通して、

予防及び治療可能な失明の撲滅に努めるた

めのプログラムと助力を提供することであ

る。

下記のプログラムは、白内障、トラコーマ、

糸状虫症、緑内障、糖尿病性網膜症など治

療及び予防可能な失明の主な原因に対処す

る視力ファースト関係の活動に補足するも

のである。

1. ライオンズクラブ国際協会アイバンク·プログラム

a. プログラム説明

ライオンズクラブ国際協会アイバン

ク·プログラムは、1984 年 3 月に、

国際協会の公式プログラムとして採

用された。

b. 限界

(1)ライオンズクラブ国際協会理事

会が基本的方針を定め、必要に

応じて時折これを改正する。

(2)ライオンズ·アイバンクの活動、

事業などはすべて、国際理事会

が定め、時折改訂する方針に従

って実施される。ライオンズク

ラブ国際協会理事会のみが、ラ

イオンズクラブ国際協会アイバ

ンク方針を改訂する権限をもつ。

(3)各ライオンズ·アイバンクは、ラ

イオンズクラブ国際協会が定め

た方針とは矛盾しない内規及び

改正を採用する。これらの内規

及び改正は、国際理事会の承認

を受けなければならない。

c. プログラム目的

(1)角膜移植、研究、その他の医学
的目的のために良質の組織を提
供できるよう、ライオンズ·アイ
バンクを促進し、改良し、世界
中に広め、ライオンズ·アイバン
クの評判を世界各地で高める。

(2)既存のライオンズ·アイバンクの
助言と協力を得て、アイバンク
活動に貢献するライオンズを認
めるための適当な国際的機構を
組織する。

(3)ライオンズの名称及び紋章の使
用権を保護するとともに、その
使用を広める。

(4)ライオンズ·アイバンクの役割と
活動を広報する。

(5)中央情報源を設ける。

(6)世界各地で新ライオンズ·アイバ
ンク設立を援助する。援助要請
は、援助提供を申し出た既存の
ライオンズ·アイバンクに照会す
る。

d. 名称及び (又は) 紋章

(1)本プログラムの紋章は、ライオ
ンズクラブ国際協会アイバンク·
プログラムとし、その下に承認
されたすべてのアイバンクは、
一般にライオンズ·アイバンクと
して知られるものとする。

(2)ライオンズの名称及び紋章は協
会の登録商標であり、ライオン
ズクラブ国際協会のみが所有す
るものである。同名称及び紋章
の保護及び保存に関する所有権
及び義務は、ライオンズクラブ
国際協会にある。

(3)ライオンズ·アイバンクを指す名
称にはすべて、「ライオンズ」
の言葉を含める。更に、全ライ
オンズ·アイバンクの構内、便箋、
出版物には、ライオンズの名称
を目立つところに表示する。
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(4)ライオンズの名称及び紋章が適
切に表示され使用されているこ
とを確認するため、ライオンズ
クラブ国際協会の代表者は、定
期的にライオンズ·アイバンクを
訪ねることができる。

e. 管理

(1)各ライオンズ·アイバンク理事会
メンバーの過半数は、グッドス
タンディング·ライオンズクラブ
のグッドスタンディング会員と
する。

(2)ライオンズ·アイバンク及びアイ
バンク職員は、それぞれの国の
政府及び医学界当局が規定する
医学及び教育基準に従う。

(3)各ライオンズ·アイバンクは、毎
年 9 月 15 日までに、アイバンク
理事会メンバーのリスト及び最
新の会則及び付則を添えて、ア
イバンクの運営及び活動に関す
る報告書をライオンズクラブ国
際協会に提出する。繰り返しこ
の条件に反する場合には、協会
の名称及び紋章使用の認可が撤
回される。

f. スポンサー

(1)ライオンズ・アイバンクは、ラ
イオンズクラブ又は、地区ある
いは、複合地区にスポンサーさ
れ、本プログラムの為に制定さ
れている方針に従って運営され
る限り、ライオンズの名称及び
(又は)紋章を使用することが許
可される。

(2)ライオンズ・アイバンクは、本
プログラムの為に制定されてい
る方針に従って運営され、ライ
オンズの名称及び紋章の使用に
関する規定に従っている限り、
ライオンズクラブ国際協会から
認められ、ライオンズの名称及
び(又は)紋章の使用が許可され
る。

(3)個々のライオンズ·アイバンクを
スポンサーするライオンズクラ
ブ、地区、複合地区の数には、
制限を設けない。

(4)ライオンズ·アイバンクが存在し
ていない地域のライオンズは、

他の地域のライオンズ·アイバン
クを支持するよう奨励される。

(5)ライオンズクラブ又はクラブ会
員によるライオンズ·アイバンク
の支持は、あくまでも自由意志
によるものとする。

g. 運営

ライオンズ·アイバンクは、適当な
医療施設との関係を設立し、その指
導を受け、その医学的基準に従う。

h. 保険

各ライオンズ·アイバンクは、一般
責任保険、財産損害保険、労働者災
害補償保険、不良処置保険その他、
運営に必要な保険に加入する。協会
が提供する一般責任保険の外に、こ
れら保険に加入しなければならない。

i. 認識及び広報

(1)ライオンズ·アイバンクは、本プ
ログラム促進及び情報交換用に、
報道価値のある記事をライオン
ズクラブ国際協会に提供するよ
う奨励される。

(2)ライオンズ·アイバンクは、その
目的達成に役立つような情報が
あれば、ライオンズクラブ国際
協会及び他のライオンズ·アイバ
ンクに、そのような情報を提供
するよう奨励される。

j. ライオンズ･アイバンク週間

ライオンズ･アイバンク及び網膜寄
付に対する意識及び会員の支援を促
すことを目的に、ライオンズクラブ
国際協会は、毎年 12 月の第 1 週をラ
イオンズ･アイバンク週間として認
める。

2. ビタミン A 欠乏: 世界の保健機関と協力し
て、眼球乾燥症 (ビタミン A 欠乏) によ
る失明予防のプログラムを実施するよう、
ライオンズクラブ及び地区を奨励する。

3. ライオンズクラブ国際協会眼鏡再生プログラム

a. プログラムについて

ライオンズクラブ国際協会眼鏡再生
プログラムは、ライオンズクラブ国
際協会理事会が時折制定する方針に
のみ従って、実施されるものとする。
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2. 糖尿病教育のニュー·ホライゾン賞

年間に糖尿病教育において特に活発であ
ったクラブに対して地区内で贈呈するた
めに、適切な賞が毎年地区ガバナーに送
付される。

3. Strides...糖尿病教育のためのライオンズ･ウォ
ーキング大会バナーパッチ

Strides ウォーキング大会を開催したラ
イオンズクラブ、地区および複合地区に
対して、受賞資格確認後、一度限りのバ
ナーパッチが授与される。その後の年度
にウォーキング大会が開催された場合に
は、ウォーキング大会が開催された会計
年度が表示されたシェブロンが授与され
る。

4. 複合地区糖尿病教育委員長賞

この役職の責務を果たした複合地区委員
長に対して贈呈されるよう、適切な賞が
毎年協議会議長に送付される。

K. ライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワ
ード

1. アワードについて: この年次アワードは、
地域社会及び文化活動を成功させること
に最も活発であった地区内一つのクラブ
を認めるものである。

2. 資格及び選考: 地区内のどのクラブにも
参加の資格がある。地区ガバナーがライ
オンズクラブ国際協会を代表し、毎年一
つの地区内クラブにアワードを贈る。地
区ガバナーが、地区文化及び地域社会活
動委員長と相談し、更に妥当であれば、
審査員としてガバナーの任命を受けた他
のライオンズとも相談して、受賞クラブ
を指名する。

3. アワード: 年度中に地域社会及び文化活
動の実施に非常に優れていた地区内一つ
のライオンズクラブへの贈呈用に、適切
なアワードが毎年地区ガバナーに送付さ
れる。

4. 基準: 下記の基準に従って地域社会及
び文化活動に成功したとみなされたライ
オンズクラブが、このアワード受賞のた
めに考慮される。

(a)他の人への奉仕: 知識、態度、価値、
技能、相互理解、協力の面で人々が
恩恵を受けるよう、ライオンズクラ
ブの文化及び地域社会活動を企画、
組織、実施しなければならない。

(b)関与: 「地域社会の生活、文化、福
祉及び公徳心の向上に積極的関心を
示す」という 3 番目のライオンズ目
的を全うするために、ライオンズク
ラブの文化及び地域社会活動を企画、
組織、実施しなければならない。

(c)独創性: このカテゴリーは、地域社
会の人々の関心をそそると共に住民
の参加を促すような新鮮かつ意欲を
盛り上げる新しい方法で、文化及び
地域社会活動を企画するようライオ
ンズクラブに挑戦する。

(d)成果: 測り知れる方法で暮らしを向
上させるように、ライオンズクラブ
の文化及び地域社会活動を企画し組
織しなければならない。

(e)広報: このカテゴリーは、マスコミ
及び他の手段を通して文化及び地域
社会活動を広報することにより、一
般人に対するライオンズクラブのイ
メージを高揚させるよう、ライオン
ズクラブに挑戦する。

L. ライオンズクラブ国際協会補聴器再生プログ

ラム

1. プログラムの説明

ライオンズクラブ国際協会補聴器再生プ
ログラム (HARP) は､ライオンズクラブ
国際協会理事会が時折制定する方針にの
み従って、実施されるものとする。

2. プログラムの目的

(a)補聴器の収集並びに寄贈された補聴
器の修繕及び配布を推進するため、
補聴器再生プログラムを設立するこ
と。

(b)手ごろな値段で補聴器援助をする手
段をクラブに提供すること。

(c)中古補聴器を収集するライオンズの
間の連絡を助長すること。

(d)ライオンズと補聴器再生及び配布活
動の密接な関係を明白に示すこと。

(e)ライオンズクラブ国際協会補聴器再
生プログラムの世界的拡張を促進す
ること。

3. 名称及び紋章

(a)プログラムの公式の名称は､ライオ
ンズクラブ国際協会補聴器再生プロ
グラムであり、ライオンズにスポン
サーされる補聴器センターは、ライ
オンズ補聴器センターと呼ばれる。
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Q. ライオンズ地区環境委員長アワード

別紙 Aにその概要が掲げられる条件を満足

した地区環境委員長への贈呈を目的に、毎

年適切なアワードが地区ガバナーに配布さ

れるものとする。

R. ライオンズ ALERT バナーパッチ

ライオンズ ALERT プログラムへのサポート

を促すための一度限りのバナーパッチが、

地域社会全体を対象とした包括的な緊急時

対応計画をライオンズクラブ国際本部に提

出したクラブ、地区、および複合地区に授

与される。

S. ALERT 委員長賞

a. 地区 ALERT 委員長賞
本役職の責務を果たした地区委員長に対
して贈呈されるよう、適切な賞が毎年地
区ガバナーに送付される。

b. 複合地区 ALERT 委員長賞
本役職の責務を果たした複合地区委員長

に対して贈呈されるよう、適切な賞が毎

年協議会議長に送付される。




